
江別市水道事業給水条例及び江別市公共下水道条例の一部改正について 

 

 

１ 概要 

  消費税法の改正により、平成３１年１０月１日から、消費税及び地方消費税の税率 

が８％から１０％に引き上げられることに伴い、条例の一部を改正するもの。 

 

２ 改正する条例 

  ・江別市水道事業給水条例 

  ・江別市公共下水道条例 

 

現行 改正後 

１００分の１０８ １００分の１１０ 

 

３ 改正後の影響額 

  ・家事用１か月当たり 

 

 
水量 

現行 

（８％） 

改正後 

（10％） 
差 

水道 

８㎥ １，１３４円 １，１５５円 ２１円 

15㎥ ２，５３２円 ２，５７９円 ４７円 

20㎥ ３，５３１円 ３，５９７円 ６６円 

下水道 

８㎥ ８７４円 ８９１円 １７円 

15㎥ １，７０６円 １，７３８円 ３２円 

20㎥ ２，３００円 ２，３４３円 ４３円 

合計 

８㎥ ２，００８円 ２，０４６円 ３８円 

15㎥ ４，２３８円 ４，３１７円 ７９円 

20㎥ ５，８３１円 ５，９４０円 １０９円 

 

４ 施行日 

  ・平成３１年１０月１日 

資料４  

 


